
（平成２１年１１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重国民年金 事案 762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月及び同年５月 

           ② 昭和 36年８月から 44年３月まで 

           ③ 昭和 48年 10月 

    私は、Ａ市において、昭和 35年から１年間ほど事業所に勤務し、その後、

36 年８月ごろまで別の事業所で勤務していた。また、36 年８月ごろから、

Ｂ市の事業所において２、３か月ほど勤務し、同年秋ごろから 39 年夏ごろ

までは刑務所に入所していた。同刑務所を出た後は、Ｃ市において、44 年

３月まで３事業所で勤務していた。 

申立期間①及び申立期間②のうち事業所に勤務していた期間については、

事業主が国民年金保険料を納付してくれていたはずであり、申立期間②のう

ち刑務所に入所していた期間については、法定免除されているはずである。 

さらに、私は、昭和 39 年 12月に結婚したが、当時、元妻がＤ町（現在は、

Ｃ市）で国民健康保険の加入手続及び母子手帳の交付手続と共に、国民年金

の加入手続も行い、国民年金保険料を納付していたはずである。 

    申立期間③については、昭和 48年 11月に会社を設立するまでは国民年金

保険料を納付し続けていたはずであるので、未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②のうち申立人が事業所で勤務していたとする期間につい

て、申立人又は事業所の事業主が国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入手続

及び保険料納付に関与していないため、国民年金の加入状況及び保険料の納付

状況が不明である。 



                      

  

   また、申立人の戸籍の附票によると、申立人は、申立期間①及び②のうち昭

和 36年８月から 39年９月まではＢ市に、申立期間②のうち同年 10月から 44

年３月まではＣ市以外の町に住所を有していることから、申立人が勤務してい

たとするＡ市及びＣ市においては、国民年金の加入手続を行うことはできない

上、申立人が勤務していたとするＢ市の事業所については、既に事業所は廃業

し、当時の事業主も他界しており、残りの５事業所についても、申立人は従業

員として確認できないとの回答、又は当時の事業主の連絡先が不明等のため、

申立人の国民年金保険料の納付状況についての関連資料や供述を得ることは

できなかった。 

   さらに、申立人は、昭和 39年 12月の婚姻後、元妻がＤ町で国民健康保険の

加入手続と併せて国民年金の加入手続も行い、国民年金保険料の納付をしてい

たとも主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、44 年４月ごろに

Ｅ町（現在は、Ｃ市）において夫婦連番で払い出されており、その時点では、

申立期間①及び②の大部分は、時効により保険料を納付できない期間である上、

申立期間①及び②について別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

無いほか、申立人の元妻についても、記録上、申立人及びその元妻が国民年金

保険料の納付を開始している 44 年４月より前の期間については未納となって

いる。 

   加えて、申立期間②当時の申立人の国民健康保険の加入状況についてＣ市に

確認したところ、当時の資料は残っておらず、国民健康保険の加入状況は確認

できなかった。 

   その上、申立人は、申立期間②のうち申立人が刑務所に入所していた期間に

ついて、当初は法定免除されているはずであると主張していたが、その後、自

ら免除申請手続を行ったとするなど、申立内容に曖昧
あいまい

な点がみられる上、制度

上、収容者は法定免除の適用要件に該当せず、刑務所に照会した結果において

も、申立人が収容されていたことは確認できたものの、申立人に係る資料は残

っておらず、免除申請手続の状況は確認できなかった。 

このほか、申立期間①及び②について、国民年金保険料の納付又は保険料の

免除申請を行っていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

一方、申立期間③については、昭和 48 年１月から同年９月までの期間及び

同年11月から58年９月までの期間の厚生年金保険加入期間に挟まれた期間で

あるにもかかわらず、社会保険事務所の国民年金被保険者台帳（昭和 48 年度

に更新、作成された旧台帳）によると、48 年１月４日に国民年金被保険者の

資格を喪失し、申立期間③を含む 48年３月から同年 11月までの国民年金保険

料について同年 12 月に還付処理がなされているが、本来、申立期間③は国民

年金の強制加入期間であることから、納付済期間とすることが妥当である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 48年 10月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 688 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 23 年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められることから、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間のうち昭和 23 年５月から同年７月までの標準報酬月額を１

万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年５月 30日から 25 年 12月１日まで 

私はＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務し、戦後、Ａ社Ｄ営業所開設に

伴い転勤した。社名が変わっても継続して定年まで勤務していた。同社Ｄ

営業所における厚生年金保険の加入期間が１か月というのはありえないの

で、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｄ営業所は昭和 23 年５月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなったと記録され、申立人も同日において厚生年

金保険の被保険者資格を喪失している。 

しかしながら、Ｂ社が保管している人事記録により、申立人が申立期間に

Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社Ｄ営業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、申立人を含む被保険者６人全員について昭和 23 年８月１日

施行の「厚生年金保険法の一部の改正」に伴う標準報酬月額改正が行われた

記載内容が確認できる。当該標準報酬月額の改正については、当時Ｅ県から

発行された「Ｅ県社会保険通報」によると、報酬月額算定基礎届提出につい

て「八月上旬險第五三二八號を以て八月一五日迄に提出されるよう通知」と

記載されていることから、事業主は通知が発せられた８月に、同社の従業員

について報酬月額算定基礎届を提出したものと考えられることから、同社が



                      

 

  

昭和 23 年５月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなったとする合理的

理由は見当たらない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 23

年８月１日まではＡ社Ｄ営業所における厚生年金保険被保険者であったこと

が認められる。 

なお、申立期間のうち、昭和 23 年５月から７月までの標準報酬月額につい

ては、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律

第 78号）附則第３条の規定に準じ、１万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 23 年８月から 25 年 11 月までについては、社

会保険事務所が保管するＡ社Ｄ営業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、申立人も含め 23 年８月１日以降に標準報酬月額の随時改定が行われた

記載は見当たらない。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の

控除の状況についてＢ社に照会したところ、当時の資料は残っていないため

不明であるとの回答があり、これらを確認できる関連資料や供述を得ること

はできなかった。 

さらに、申立人は申立期間当時の同僚の氏名を記憶していないため、Ａ社

Ｄ営業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている被保険者に

照会を試みたものの、連絡先が不明なため当時の事情を聞くことができなか

った。 

加えて、申立人は昭和 25 年 12 月 1 日にＡ社Ｆ営業所で厚生年金保険被保

険者資格を取得していることが確認できるが、申立人は同社Ｄ営業所が閉鎖

されてすぐに同社Ｆ営業所に異動したと供述しており、同社Ｆ営業所の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている被保険者に照会を試みたも

のの、連絡先が不明なため申立人の申立期間に係る勤務実態について確認で

きる供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間のうち昭和 23年８月１日から 25 年 12 月１日

における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち昭和 23 年８月１日から

25 年 12 月１日に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたことを

認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 37 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月１日から同年６月１日まで 

ねんきん特別便により厚生年金保険期間に空白があることを知った。私

は、大学卒業後の昭和 34 年４月１日にＡ社Ｄ支店に入社し、37 年４月１

日に同社Ｃ支店に転勤したが同社に継続して勤務していた。申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＡ社Ｃ支店の年金台帳、Ｂ社から提出された退職証明書、同

社への照会結果及び申立人の雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が

申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 37 年４月１日にＡ社Ｄ支店

から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ支店の年金台帳及び昭

和 37 年６月の社会保険事務所の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社から「確認できる関連資料等は無いが、事務上の手続に過誤があったと思

う。」と回答している上、申立人と同時期にＡ社の他支店等から同社Ｃ支店

に異動した 12 人に申立人と同様の事象が見受けられ、当該異動に係る届出が

適切に行われたとは考え難いことから、事業主が昭和 37 年６月１日を資格取

得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月及び

同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

三重国民年金 事案 763 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    昭和 31年から、洋服の仕立業をしていた姉のところに住み込みで働いて

いて、36年４月から結婚するまでの国民年金保険料を亡くなった姉が集金

人に納付していた。結婚してからは、妻が納付していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人の姉又はその妻が国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   また、申立人自身は国民年金の加入手続及び国民年金保険料納付に関与し

ておらず、加入手続等を行ったとする申立人の姉は他界している上、婚姻後

に申立人の保険料を納付していたとするその妻に聴取しても、保険料の納付

方法等についての具体的な記憶は無いことから、保険料の納付方法等が不明

である。 

さらに、申立人が所持している国民年金手帳は昭和 41 年６月１日に発行

されており、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の被保険者の資格取得日

等から判断すると、当該記号番号は、婚姻後の同年６月ごろに払い出された

と見られるが、その時点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険

料を納付できない期間である上、申立期間について別の国民年金手帳記号番

号が払い出された形跡も無い。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重国民年金 事案 764 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 11 月から 53 年３月までの期間、平成元年 12 月から７

年 12 月までの期間及び８年７月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 11月から 53 年３月まで 

       ② 平成元年 12月から７年 12月まで 

       ③ 平成８年７月 

国民年金保険料については、夫婦二人分をずっと口座振替によって納付

していたので、申立期間②及び③は妻が納付済みとなっているのに、私の

分が未納とされているのは不自然である。申立期間①についても、結婚前

ではあるが既に商売をしていたので、口座振替で納付していた。未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年５月に払い出されてい

るが、その時点では、申立期間①の大部分は時効により国民年金保険料を納

付できない期間である上、申立人は、申立期間①に係る国民年金の加入手続

の時期や場所等についての記憶も明確でなく、申立期間①について別の国民

年金手帳記号番号が払い出された形跡も無い。 

さらに、申立人は、申立期間①に係る国民年金保険料は口座振替により納

付していたと主張しているが、市において保険料の口座振替が開始されたの

は昭和 51 年 10 月以降であるとみられることから、申立期間①の大部分につ

いて、口座振替による保険料納付はできず、申立内容に不合理な点がみられ

る。 

申立期間②及び③について、申立人は口座振替により夫婦二人分の国民年



                      

  

金保険料を納付していたと主張しているが、申立人から提出された申立人名

義の銀行口座の預金取引明細表（平成６年９月 29 日から８年 12 月 31 日ま

で）によると、平成６年 11 月から８年 12 月までの期間について、毎月保険

料が引き落とされていることが確認できるものの、当該口座からの引落金額

は一人分の保険料に相当する額である。一方、毎月の引落日は申立人の妻の

納付日と一致するほか、妻名義の銀行口座の預金取引明細表（平成６年６月

１日から 11 年 12 月 31 日まで）には国民年金保険料に相当する引き落し記録

は見当たらない上、申立人の８年１月から９年３月までの期間（申立期間③

を除く。）に係る保険料は 10 年２月から同年 10 月にかけて過年度納付され

ていることから、当該口座からの引落金額は、申立人の妻の保険料であると

考えるのが自然である。 

加えて、申立期間②及び③について、申立人から提出された平成元年分か

ら 13 年分までの確定申告書控えには、毎年１年分の国民年金の現年度保険料

に相当する社会保険料控除額が記載されているが、上記のとおり、申立人の

８年１月から９年３月までの期間（申立期間③を除く。）に係る保険料は 10

年２月から同年 10 月にかけて過年度納付されていることから、当該確定申告

書控えに記載された控除額は、必ずしも実際の納付状況を反映したものとは

言えない状況がうかがわれる。 

その上、申立期間③については、社会保険庁の記録によると、申立人に対

して平成 10 年９月 28 日に国民年金保険料の過年度納付に係る納付書が発行

されていることが確認できるが、当該納付書の発行時点では、申立期間③は

時効により保険料を納付できない期間である上、申立期間③直後の保険料は

当該納付書が発行された直後の 10 年 10 月２日に過年度納付されていること

等を勘案すると、申立期間③については、時効により過年度納付することが

できなかったものと考えられる。 

このほか、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 690 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月１日から 56年４月１日までの期間 

私は、申立期間にＡ社（現在は、Ｂ社及びＣ社）で正社員として勤務し

ていた。私が厚生年金保険に加入している話を当時の社長から聞いており、

給与から厚生年金保険料を控除されていたことを覚えているので、申立期

間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における複数の同僚の供述により、申立人が申立期間に同社で勤務し

ていたことは推認できる。 

しかし、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生

年金保険料の控除の状況についてＢ社及びＣ社に照会したところ、当時の資

料は残っていないため不明であるとの回答があり、これらを確認できる関連

資料や供述を得ることはできなかった。 

また、Ａ社において申立期間に厚生年金保険被保険者であった複数の同僚

に照会したところ、「申立人はアルバイトであったと思う。アルバイトなら

ば厚生年金保険に加入させていなかったと思う。」との供述があった上、申

立人と同じ職種でアルバイトであった同僚は、同社における厚生年金保険の

加入記録が無いことから、同社においては必ずしもすべての従業員を厚生年

金保険に加入させていたとは言えない状況がうかがわれる。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保

険者原票の健康保険整理番号＊番（昭和 52 年４月１日資格取得）から＊番

（昭和 60 年７月１日資格取得）までを調査したが、申立人の被保険者原票は

無く、健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したも

のとは考え難い。 



                      

  

このほか、申立期間について申立人の雇用保険の加入記録は無い上、申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情

も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 691 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年９月１日から 42年 10月１日まで 

             ② 昭和 46 年から 47 年までの期間のうちの約１年

間 

             ③ 昭和 47 年から 50 年までの期間のうちの約２年

間 

申立期間当時の給与明細書等の資料は無いが､申立期間①はＡ社、申立

期間②はＢ社、申立期間③はＣ社において正社員として働いていたので､

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の勤務実態､厚生年金保険の適用及び厚生年金

保険料の控除の状況についてＡ社に照会したところ､「当社が保管している社

員名簿には、申立人の氏名が無く、当社で雇用はしていない。」との回答が

あった｡ 

また、申立期間①にＡ社に在籍していた３人の同僚（申立人が記憶してい

る同僚を含む。）に照会したものの、このうち１人は申立人を覚えているが、

申立人が勤務していた時期等については記憶していない上、ほかの２人につ

いても申立人のことは記憶しておらず、申立てに係る事実を確認できる供述

等を得ることはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保

険者原票の健康保険整理番号＊番（昭和 41 年７月 22 日資格取得）から＊番

（昭和 42 年 11 月４日資格取得）までを調査したが、申立人の被保険者原票

は見当たらず、健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠

落したものとは考え難い。 



                      

  

申立期間②について、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社は厚生年金保

険の適用事業所として確認できない。 

また、Ｂ社の事業主等は不明であり、申立人は同僚の氏名を記憶していた

ものの、連絡先が不明であるため、申立てに係る事実を確認できる供述等を

得ることはできなかった。 

申立期間③について、社会保険事務所の記録によると、Ｃ社は厚生年金保

険の適用事業所として確認できない。 

また、Ｃ社の事業主等は不明であり、申立人は同僚の氏名を記憶しておら

ず、連絡先も不明であるため、申立てに係る事実を確認できる供述等を得る

ことはできなかった。 

このほか、申立期間について申立人の雇用保険の加入記録は無い上、申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情

も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 692 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年６月ごろから 18年８月ごろまで 

    申立期間における厚生年金保険の加入記録について社会保険事務所に照

会したところ、加入記録が見当たらない旨の回答を得た。私は昭和 15 年６

月ごろＡ社に入社し、３か月間は見習工としてヤスリ、タガネの使い方の

特訓を受け、仕上工として働き、18 年８月ごろ退職した。健康保険があっ

たことは、同年６月ごろに病気になったので記憶に残っている。申立期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険

料の控除の状況についてＡ社に照会したところ、戦災等により関連資料が焼

失したため不明であるとの回答があり、これらを確認できる関連資料や供述

を得ることはできなかった。 

また、申立人は、申立期間当時健康保険の被保険者であったとしているた

め、申立人の申立期間に係る健康保険の加入状況についてＡ健康保険組合に

照会したところ、戦災等により関連資料が焼失したため不明であるとの回答

があり、これらを確認できる関連資料や供述を得ることはできなかった。 

さらに、申立人は、申立期間当時の上司を記憶しているものの、名字しか

覚えていないため、社会保険庁が保管するＡ社に係る記録からは特定できな

い上、同社において申立期間に厚生年金保険被保険者であった複数の同僚に

照会したものの、いずれも申立人のことを覚えておらず、申立てに係る事実

を確認できる供述等は得られなかった。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者資格

取得届について、昭和 17 年６月１日から 18 年９月まで調査したが、厚生年



                      

 

  

金保険被保険者の資格を取得した者の中に、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

また、申立人の申立期間④における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年から 36年ごろまで 

             ② 昭和 36年１月から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 36年８月から同年 10月ごろまで 

             ④ 昭和 48年 11月２日から 58 年 10 月 26日まで 

申立期間①については、問屋であるＡ社に住込みで勤務し、配達業務を

行っていた。１年間ぐらい働いたと思う。申立期間②については、職業安

定所の紹介によりＢ社に住み込みで勤務し、車で運搬をしていた。申立期

間③については、Ｂ社を辞めた後しばらくしてから、Ｃ社で２、３か月ほ

ど製品の運搬業務を行っていた。申立期間①、②及び③について、厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。申立期間④は、Ｄ社で代表取締

役をしていたが、設立当時の報酬月額からして年金記録の標準報酬月額が

少ないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっている上、当時の事業主は他界しており、閉鎖登記簿謄本により判明

した当時の役員等関係者の所在も判明しないため、申立人の申立期間①に係

る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について

関連資料や供述を得ることはできなかった。 

また、申立人は申立期間①当時の同僚の氏名を覚えていないため、申立期

間①にＡ社において厚生年金保険被保険者であった複数の同僚に照会したも



                      

  

のの、いずれも申立人のことを記憶しておらず、申立てに係る事実を確認で

きる供述等を得ることはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の健康保険整理番号＊番（昭和 28 年４月 13 日資格取得）から＊番

（昭和 36 年 11 月 21 日資格取得）までを調査したが、申立人の氏名は無く、

健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

申立期間②について、同僚の供述から、申立人がＢ社に勤務していたこと

がうかがえる。 

しかし、当該同僚は申立人の勤務期間までは記憶していない上、申立期間

当時に当該事業所で勤務していた複数の同僚に照会したところ、当時の同社

における厚生年金保険適用に係る取扱い等についての供述等を得ることはで

きなかった。 

また、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているた

め、閉鎖登記簿謄本により判明した元代表者に申立人の申立期間②に係る勤

務実態、厚生年金保険の適用について照会したところ、当時の資料は残って

おらず不明であるとの回答があり、これらを確認できる関連資料や供述を得

ることはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＢ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の健康保険整理番号＊番（昭和 33 年 11 月１日資格取得）から＊番

（昭和 36 年 10 月７日資格取得。申立人は＊番）までを調査したが、申立人

の氏名は無く、記載内容に不合理な点は見られない。 

申立期間③について、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっているため、閉鎖登記簿謄本により判明した事業主に申立人の申立期

間③に係る勤務実態、厚生年金保険の適用について照会したところ、申立期

間当時の事業主は他界しており、資料も残っておらず不明であるとの回答が

あり、これらを確認できる関連資料や供述を得ることはできなかった。 

また、申立人は申立期間③当時の同僚の氏名を覚えていないため、申立期

間③にＣ社において厚生年金保険被保険者であった複数の同僚に照会したも

のの、いずれも申立人のことを記憶しておらず、申立てに係る事実を確認で

きる供述等を得ることはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＣ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の健康保険整理番号＊番（昭和 36 年６月 19 日資格取得）から＊番

（昭和 37 年１月 19 日資格取得）までを調査したが、申立人の氏名は無く、

健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

申立期間④について、Ｄ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、申立期間

④当時同社の代表取締役であったことが確認でき、申立人は当時の報酬額か



                      

  

らみると、申立期間④における標準報酬月額は低いと主張している。 

しかし、申立人に係る社会保険庁の標準報酬月額の記録を見ると、昭和 50

年 11 月１日、51 年８月１日、54 年 10 月１日及び 55 年 10 月１日の標準報酬

月額は当時の最高等級となっている。 

このほかに、申立人に確認しても、申立期間④における報酬月額及び保険

料控除額が確認できる給与明細書等の関連資料は無いとしている上、申立人

は同事業所の決算は会計事務所で行ったと供述しているため、会計事務所に

照会したところ、「Ｄ社の決算書類は、保存年限を過ぎている上、事務所の

改装の際に古い書類は廃棄したため、保存していない。」旨の回答があり、

申立期間④における報酬月額等を確認できる資料を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所が保管しているＤ社に係る申立人の厚生年金保険被

保険者原票を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不合理な点

は無く、社会保険庁のオンライン記録とも一致している上、さかのぼって標

準報酬月額の訂正が行われた形跡も無い。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料、周辺事情は無い上、申立期間④について、標

準報酬月額に誤りがあることをうかがわせる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①、②及び③について、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

また、申立期間④について、厚生年金保険料の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 694 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月１日から 51年９月１日まで 

Ａ社で正社員として勤務していたが、社会保険事務所の記録では、申立

期間について国民年金の被保険者となっている。国民年金と厚生年金保険

に重複して加入していたと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に申立期間当時勤務していた同僚の証言書により、申立期間について

は、申立人は同社に勤務していたとも考えられるが、雇用保険の記録による

と、申立人は、申立期間のうち昭和 47 年７月１日以降はＢ社（現在は、Ｃ

社）に勤務していることが確認できる上、Ａ社の元役員や別の同僚は「Ｂ社

は、Ａ社の測量部門が独立して設立された。」と供述している。 

また、Ａ社は平成 18 年６月 27 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっているため、閉鎖登記簿謄本で判明した申立期間当時の複数の役員に

照会したところ、当時の資料は無く、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚

生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について確認することが

できなかった上、申立期間に同社において社会保険の事務を担当していた同

僚からは、「毎年社会保険事務所に届け出る書類には申立人の名前は無かっ

たと思う。」との回答があったほか、別の同僚は、「申立人は正社員ではな

く、日雇いで、実家が農業でその合間に仕事をしていたと思う。社員行事に

も出ていなかった。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所になった年月日は、昭和 50 年５月 27 日であり、申立期間のうち同年５月

26 日以前については、同事業所は厚生年金保険の適用事業所に該当していな



                      

  

かったことが確認できる上、Ｃ社に、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚

生年金保険の適用及び厚生年金保険の控除の状況について照会したが、申立

人に関する資料は確認できないため不明であると回答があり、これらを確認

できる関係資料や供述を得ることはできなかった。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＢ社の健康保険厚生年金保険被保

険者原票について、資格取得日順に＊番（昭和 50 年５月 27 日取得）から＊

番（昭和 52 年２月１日取得）まで調査したが、健康保険整理番号に欠番は無

く、申立人の原票は確認できない。 

その上、申立人は、申立期間において国民年金に加入している上、申立期

間の一部について国民年金保険料を前納していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月１日から平成３年７月１日まで 

私は、昭和 61 年２月１日から平成 11 年 12 月 16 日までＡ社及び同事業

所が名称変更したＢ社で働いていた。申立期間はＡ社に在籍し、同事業所

の請負先の事業所で働いていた。給与から厚生年金保険料が控除されてい

た覚えがあるのに、申立期間に同事業所の厚生年金保険の記録が無いのは

おかしい。申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は平成 17 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

ているため、閉鎖登記簿謄本により判明した当時の役員に申立人の申立期間

に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用について照会したところ、申立人は

申立期間に同事業所に在籍していなかった旨の回答があった上、当時、同事

業所の社会保険手続を行っていた社会保険労務士からも申立人は申立期間に

同事業所に在籍していなかった旨の回答があった。 

また、Ａ社において申立期間に厚生年金保険被保険者であった複数の同僚

に照会したところ、いずれも当時の記憶は不明確であり、申立てに係る事実

を確認できる供述を得ることはできなかった。 

さらに、申立人の雇用保険の加入記録によると、Ｂ社として昭和 61 年２月

１日資格取得、62 年２月 28 日離職となっており、申立期間に係る加入記録

は無い。 

加えて、社会保険事務所の記録によると、申立人は、申立期間において国

民年金に加入しており、国民年金保険料の申請免除期間となっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 696（事案 301の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年９月から 33年８月 15日ごろまで 

             ② 昭和 33年 10月１日から 37年６月ごろまで 

             ③ 昭和 37年 12月から 43年３月ごろまで 

             ④ 昭和 43年７月から 45年 12月ごろまで 

             ⑤ 昭和 46年４月から 47年１月ごろまで 

             ⑥ 昭和 48年 12月１日から 55年３月ごろまで 

             ⑦ 平成 12年６月から 14年７月ごろまで 

前回、申立期間②のうち昭和 35 年４月までの期間（Ａ社）、④（Ｂ社）

及び⑦（Ｃ社）について申立てを行ったところ、年金記録の訂正はできな

い旨の通知を受けた。 

Ａ社については、当時の同僚や、申立期間②に加え、申立期間①につい

ても勤務していたことを思い出した。また、申立期間③についてはＤ市に

あったＥ社で、申立期間⑤についてはＦ社で、申立期間⑥についてはＧ社

で勤務しており、申立期間⑦についても、当時の同僚を思い出した。 

今回、Ａ社について、申立期間②に①を追加して再申立てするとともに、

④及び⑦について再申立てをするほか、申立期間③、⑤及び⑥について、

新たに申立てをする。申立期間について厚生年金保険被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち昭和 35 年４月までの期間、④及び⑦に係る申立てにつ

いて、ⅰ）申立期間②のうち 35 年４月までの期間については、社会保険事

務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏

名が無く、健康保険整理番号に欠番も無いこと、同社への照会結果において



                      

  

も申立人の勤務実態等に係る関連資料や供述を得ることができなかったこと、

同社では必ずしも入社と同時に厚生年金保険を加入させていたとは言えない

状況がうかがえること等を理由として、ⅱ）申立期間④については、申立人

が 43 年７月から 45 年 12 月までＢ社で勤務していたことは確認できるが、

社会保険事務所が保管している同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に申立人の氏名が無く、健康保険整理番号に欠番も無いこと、申立人は同

事業所で勤務する前から国民年金に加入し、申立期間④は申請免除期間とな

っている上、同事業所への照会結果、従業員の中には、厚生年金保険の保険

料が高いのを嫌がるため、希望により厚生年金保険に加入させていない者が

いた旨の回答があったこと等を理由として、ⅲ）申立期間⑦については、申

立人が申立期間⑦にＣ社で勤務していたことは確認できるが、当時の同僚へ

の照会結果、申立人は雇用保険のみ加入し、厚生年金保険には加入していな

かった旨の供述があった上、申立人が所持している平成 13 年分給与所得の

源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額は、雇用保険料とほぼ一致

していること等を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年２月

５日付けの年金記録の訂正が必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、申立期間②のＡ社については、当時の同僚や申立期間①にも勤

務していたことを思い出したため、申立期間⑦のＣ社についても当時の同僚

を思い出したため、申立期間④のＢ社については新たな資料等は無いが、事

実関係を再確認してほしいと主張している。このため、再度、申立人の申立

期間①及び②に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控

除の状況についてＡ社に照会したところ、前回同様、当時の資料は残ってい

ないため不明であるとの回答であったが、社会保険事務所が保管している同

社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人が記憶している同僚の氏名

があることから、期間は特定できないものの申立人が同社で勤務していたこ

とは推認できる。しかしながら、申立期間①及び②に同社に在籍していた５

人の同僚（申立人が記憶している同僚を含む。）に照会したところ、いずれ

も申立人を覚えていないと回答している上、５人全員が、入社当初の２年間

から７年間ぐらいの間は臨時工で、その間は厚生年金保険に加入していなか

った旨供述していることから、同社においては、入社と同時に厚生年金保険

に加入させていたとは言えない状況がうかがえる上、申立期間①及び②につ

いて、社会保険事務所が保管している同社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿及び原票に申立人の氏名及び被保険者原票は無く、健康保険整理番号に

欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、申立期間④については、再度、Ｂ社に照会しても、新たな事実は確

認できなかった上、同事業所に当時在籍していた前回とは別の同僚に照会し

ても、申立人のことを記憶しておらず、申立てに係る事実を確認できなかっ

たほか、申立期間⑦については、申立人が記憶している当時の同僚二人は、



                      

  

社会保険庁においてＣ社の厚生年金保険被保険者としての記録が無い上、連

絡先も不明であるため、申立てに係る事実を確認できる供述等を得ることが

できなかった。 

したがって、申立人が主張している事情を調査しても、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立期間①、②、④及び

⑦について、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間③について、社会保険事務所の記録によると、Ｅ社は厚生年金保

険の適用事業所として確認できない上、法務局に照会したところ、同事業所

については法人登記の記録（法人登記簿）は見当たらないとの回答であった。 

また、申立人がＥ社の同僚として挙げた者に照会したところ、「私は、Ｅ

社では勤めていませんが、申立人は知っている。Ｅ社は、私の弟が個人で経

営しており、厚生年金保険には加入していなかった。弟は既に他界しており、

当時の資料も残っていない。」と供述しており、申立てに係る事実を確認で

きなかった。 

さらに、Ｄ市が保管している申立人の国民年金被保険者名簿によると、申

立期間③の大半及びその後の期間(昭和 39 年４月から 46 年 12 月まで)は国

民年金の申請免除期間となっている。 

申立期間⑤について、社会保険事務所の記録によると、Ｆ社は厚生年金保

険の適用事業所として確認できない上、法務局に照会したところ、同事業所

については法人登記の記録（法人登記簿）は見当たらないとの回答であった。 

また、申立人は申立期間⑤当時の同僚及び事業主の氏名を覚えていないた

め、申立てに係る事実を確認できる供述を得ることはできなかった。 

さらに、Ｄ市が保管している申立人の国民年金被保険者名簿によると、申

立期間⑤及びその前の期間(昭和 39 年４月から 46 年 12 月まで)は国民年金

の申請免除期間となっている。 

申立期間⑥については、同僚の供述から、申立人がＧ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、Ｇ社は、昭和 57 年９月に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっている上、閉鎖登記簿謄本で判明した当時の役員等関係者の所在も判明

しないため、申立人の申立期間⑥に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び

厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得ることはできなか

った。 

また、申立人が記憶する同僚の一人に照会したところ「申立人は、私が退

職した昭和 49年１月より１か月ほど早く退職した。」と供述している。 

さらに、Ｄ市が保管している申立人の国民年金保険被保険者名簿によると、

申立期間⑥の一部 (昭和 52 年 10 月から同年 12 月まで)は国民年金に加入し、



                      

  

国民年金保険料を現年度納付していることが確認できる。 

このほか、申立期間③、⑤及び⑥について、申立人の厚生年金保険料の控

除を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間③、⑤及び⑥に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月１日から 43年１月 21日まで 

② 昭和 44年４月９日から 48年７月１日まで 

申立期間については、私はＡ社に勤務し、全国の工事現場を回り、電話

ケーブル布設に従事していた。申立期間について、厚生年金保険被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における元役員の供述から、勤務時期は特定できないものの、申立人

が同社に在籍していたことは推認できる 。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは、昭和 49 年 11 月１日であり、申立期間①及び②については、

同事業所は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、申立人が記憶しているＡ社の申立期間当時の上司や同僚は、既に他

界している、又は連絡先不明のため、申立ての事実に係る供述等を得ること

はできなかった上、社会保険事務所が保管している同社の厚生年金保険被保

険者名簿における被保険者の資格取得日は、当該上司や同僚を含めすべて昭

和 49年 11月１日以降となっており、申立人の氏名も無い。 

さらに、Ａ社は既に商業登記簿謄本に記載されている住所地には存在せず、

当該謄本から判明した同社の元役員に、申立人の申立期間に係る勤務実態、

厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について照会したとこ

ろ、当時の資料は何も残っていないため不明との回答があり、これらを確認

できる関連資料や供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年１月 31日から 39年５月 1日まで 

             ② 昭和 42年４月１日から 44年２月 1日まで 

私は、昭和 28 年 11 月からＡ社で鳶
とび

職人として働いていた。現場を転々

と異動し仕事の合間ができた時は失業保険をもらっていた。当時は班長制

度があり私は真ん中ぐらいの身分で世話役ではなかった。Ａ社で一緒に働

いていた上司がＢ社を起業したので当該事業所で働くこととなった。厚生

年金保険の加入記録に空白期間があるのは納得がいかないので、申立期間

について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社から提出された厚生年金保険被保険者台帳によ

ると、申立人と名の漢字は異なるが読み方が同一で生年月日のうち年のみが

異なる者の資格取得日が昭和 28 年 11 月１日、資格喪失日が 29 年１月 31 日、

申立人の資格取得日が 39 年５月１日、資格喪失日が 42 年４月１日となって

いることが確認できる。これは、既に社会保険事務所で記録訂正された 28 年

11 月１日から 29 年１月 31 日までの期間を含め、社会保険事務所の記録と一

致している。 

また、申立人は、申立期間①にＡ社において世話役以上ではなかったとし

ているところ、Ａ社から「申立期間当時、土木建設現場従事者は、班長、準

班長、世話役、棒芯、一般作業員に区分して、世話役以上の者のみ厚生年金

保険には加入させていた。」との回答があった。 

さらに、申立期間①にＡ社に在籍していた複数の同僚に照会したものの、

申立人のことを記憶しておらず、申立てに係る事実を確認できる供述等を得

ることはできなかった。 



                      

 

  

申立期間②について、Ｂ社の元代表取締役の供述により、申立人が同社で

勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は平成 10 年１月 27 日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっているため、閉鎖登記簿謄本により判明した元代表取締役に

申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の

状況について照会したところ、「日雇い労働者は、健康保険の加入のみで厚

生年金保険には加入させていなかった。申立人が入社した際、厚生年金保険

被保険者証を持ってこなかったと思う。」との回答があった。 

また、申立期間②にＢ社に在籍していた複数の同僚に照会を試みたものの、

既に他界している又は連絡先が不明であるため、申立てに係る事実を確認で

きる供述等を得ることはできなかった。 

さらに、申立期間②について、社会保険事務所が保管しているＢ社の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の氏名は無く、健康保険整理番

号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立期間②について申立人の雇用保険の加入記録は無い上、申

立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、

周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


